
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公告 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、奈良県知

事等から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表しま

す。 

  令和７年１２月２６日 

奈良県監査委員 芝 池 多津子 

同        井 上 圭 吾 

同              中 川 崇 

同              伊 藤 將 也 
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令和６監査年度 第１回分 
 

 

ア 本庁 
 

部
・ 
局 
名 
 

 
 

所属名 

 
 

実施日 

 
 

監査結果 

 
 

措置の内容 

知

事

公

室 

秘書課 

 
 

令和６年 

７月１６日 

 

 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約等について、支出負担行為を

業務完了後又は納品後に行って

い た 事 例 が ２ 件 ( 契 約 額 合 計 

77,000 円)認められた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 
 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、契約案件、契約時期を一

覧できるチェックリストを作成して

進捗状況を的確に管理するなど、各

段階で実効性のあるチェック体制を

整備し、適正な事務処理に努める。 

統計分析課 
 

令和６年 

７月１６日 

 

支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の広告

契約について、支出負担行為を業

務完了後に行っていた事例が３

件(契約額合計 150,000 円)認めら

れた。  

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、契約案件、契約時期を一

覧できるチェックリストを作成して

進捗状況を的確に管理するなど、各

段階で実効性のあるチェック体制を

整備し、適正な事務処理に努める。 

奥大和地域

活力推進課 

 

 
 

令和６年 

７月２４日 

公用車の定期点検整備の不実施

について 

 公用車の定期点検整備につい

ては、道路運送車両法により自動

車の使用者に６か月ごと等の定

期点検整備の実施が義務づけら

 

 

 道路運送車両法及び総務部長通知 

に基づき、適切な定期点検整備を実 

施する。当該車両は６か月点検が必 

要であることが担当者間で引き継ぎ 
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れており、平成３０年１０月には

公用車の定期点検整備の実施の

徹底を図るよう総務部長通知が

発出されているのに、令和４年度

及び令和５年度において、公用車

１台について定期点検整備を実

施していなかった。 

定期点検整備の不実施による

整備不良に起因する事故発生の

おそれも危惧されることから、今

後は、同法、同通知等に基づき、

公用車の定期点検整備を適切に

実施されたい。   （注意事項） 

 

補助金等の額の確定等に係る不

適切な事務処理について 

 奈良県補助金等交付規則に定

める補助金等の額の確定は、県が

報告書等の書類審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、補

助金等の交付の決定の内容及び

これに付した条件に補助事業者

が実施した補助事業等の成果が

適合したことを認め、交付すべき

補助金等の額を確定する旨の意

思決定である。令和５年度におい

て、実績報告書に添付された収支

決算書に記載された内容と支出

証拠書類等の突合等による審査

を行わず額の確定を行っていた

事 例 が １ 件 （ 交 付 決 定 額 

5,000,000 円）認められた。 

また、上記の１件では、交付団

体名を誤ったまま交付決定等の

補助金交付事務を行っていた。 

今後は、同規則等に基づき、適

正な事務の執行に努めるととも

に、決裁過程におけるチェック体

制を整備するなど、実効性のある

内部統制の整備に取り組むべき

である。      （指摘事項） 

 

されていなかったため、今後は引継 

ぎ書等に記載し所属としての共通認 

識事項とする。また、定期点検日等 

を可視化して共有するため、所属職 

員全員が日々確認する業務スケジュ 

ール表に記載するともに、整備工場 

から半年点検の案内が送付されるよ 

う依頼し、計画的に定期点検整備を 

実施する。なお、当該車両において 

、令和６年度は６か月ごとの点検整 

備を実施している。 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県補助金等 

交付規則に基づく適切な事業完了確 

認や補助金（負担金）の額の確定手 

続きについて職員に再度周知を行っ 

た。今後は、現地調査等を実施し、 

実績報告書に添付された収支決算書 

に記載された内容と支出証拠書類等 

の突合を行う。また、補助金等の交 

付決定等の決裁過程においてチェッ 

クシートによる複数人でのチェック 

体制を整える。 

消防救急課 令和６年 

６月６日 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の負担

金について、支出負担行為を行う

こととされている日から１か月

以上遅延して支出負担行為を行

っ て い た 事 例 が １ 件 (契 約 額 

 

奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為の適正な

執行に努めるとともに、支出負担行

為を行う時期等を一覧できるチェッ

クリストを作成して複数人で進捗状

況を的確に管理するなど、各段階で

実効性のあるチェック体制を整備

し、適正な事務処理に努める。 
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5,800,000 円)認められた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組まれたい。 

（注意事項） 

 

補助金の過払いについて 

 令和５年度の補助金について、

金額を誤って支出した事例が 1 件

（過払い額 70,000 円）認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出事務の適正な執行に努

めるとともに、決裁過程における

チェック体制を整備するなど、実

効性のある内部統制の整備に取

り組まれたい。  （注意事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県補助金等交付規則、奈良県

会計規則等に基づき、支出命令の適

正な執行に努めるとともに、会計事

務の手引き等を活用し課内各担当の

スキルアップを図り、決裁過程にお

いて係員全員を承認者に設定するこ

とでチェック体制を強化するなど、

適正な事務処理に努める。 

安全・安心

まちづくり

推進課 
 

令和６年 

６月６日 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額合計 36,300 円）認め

られた。  

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為の適正な執行に努めるとと

もに、物品購入伺い決裁時点で支出

負担行為の要不要の確認を徹底する

こと、文書管理システム内において

も決裁ルートを定型化したものを作

り、進捗状況を的確に管理するなど、

実効性のあるチェック体制を整備

し、適正な事務処理に努める。 

総

務

部 

法務文書課 令和６年 

８月２６日 

支出科目の誤りについて 

 令和５年度の認証機器の購入

代について、経費の性質が備品購

入代金であることから予算科目

を備品購入費で支出すべきであ

ったのに、需用費で支出していた

事例が１件（契約額 22,000 円）

認められた。 

今後は奈良県予算規則等に基

づき、適正な予算科目で支出され

たい。       （注意事項） 

 

 

 会計局が作成する「会計事務の手

引き」等を起案時に事前確認するこ

と及び決裁過程において随時参照す

ることを徹底し、再発防止に努める。 
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人事課 令和６年 

８月２６日 

現金出納簿の未記入について 

資金前渡職員は、現金出納簿を

備え、必要な事項を記載するもの

とされているのに、令和４年度及

び令和５年度の現金出納簿につ

いて、８か月分の記入が漏れてい

た。 

  今後は、奈良県会計規則及び関

係通知に基づき、適正な事務の執

行に努めるべきである。 

（指摘事項） 

 

 奈良県会計規則等に基づき、資金

の受払が生じた時点で、すみやかに

現金出納簿への記載を行う。また、

例月の所属長検査を受ける前に、複

数の職員で通帳残高との突合を行う

ことで支払が完了していることの確

認を行い、適正な事務処理に努める。 

税務課 令和６年 

８月２６日 

県税に係る未収金の回収につい

て 

 県税については、税務課及び各

県税事務所において、差押を中心

とした滞納処分の推進に取り組

んでいる。特に、市町村が賦課徴

収を行う個人県民税については、

市町村への支援・協働徴収の取り

組みを強化するなど、多額の未収

金がある個人県民税、自動車税

（令和元年１０月より自動車税

種別割）の徴収の強化に努めてい

る。このことにより、令和５年度

の県税徴収率は、令和４年度に比

べ0.1ポイント上昇し98.6％とな

る見込みであり、未収金の縮減に

ついても着実な改善が認められ

る。 

しかしながら、未だ令和５年度

末見込みで約１６億９,８８６万

円の多額の未収金があり、また、

徴収率は全国で下位にある。 

今後も税負担の公平性と財源

確保の観点から、新たな未収金の

発生防止に努めるとともに、引き

続き効果的かつきめ細かな徴収

対策の推進に努められたい。 

         （意見事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

 

 

 令和５年度の県税徴収率は過去最

高の 98.6%となった。これは税の公平

・公正を確保し、納期内納付の徹底

及び当該年度以降への滞納繰越を極

力発生させないことを目標に早期の

滞納整理を進め、税収確保に努めた

取り組みの成果が出てきたものと認

識している。 

しかしながら、さらなる未収金額

の縮減を目指すべく、次のとおり取

り組みを行っている。 

まずは、滞納状態の早期解消を目

指す取り組みの一例として、課税台

数が４０万台を超える自動車税は、

当年度分の滞納の長期化を防ぐた

め、コールセンターを設置し、自主

的な納付の呼びかけを行い新たな未

収金の発生防止に努めている。 

次に、県税に係る未収金額のうち

65.2％、約１１億円（令和５年度実

績）を占める個人県民税については

市町村が賦課徴収を行うため、県の

職員を市町村へ派遣、市町村職員と

して滞納整理に直接従事する派遣型

協働徴収を行い、滞納整理の実務面

で市町村への支援・協働徴収を強化

し、きめ細やかな徴収対策を推進し

ている。 

令和７年度に向けて市町村がより

活用し易い派遣制度に改正するな

ど、引き続き公平、公正な税務行政

の実現と税収確保のため、徴収強化

に向けて取り組んでいく。 

 

 

奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為事務の適

正な執行に努めるよう、職員に周知

徹底を図った。 

今後は、複数人によるチェックを
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されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を業務完了後に行っていた事例

が１件（契約額 47,080 円)認め

られた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

行うなど決裁過程におけるチェック

体制を強化し、再発防止に努める。 

管財課 令和６年 

８月２６日 

土地建物貸付料の調定事務の遅

延について 

 令和５年度土地建物貸付料に

ついて、奈良県公有財産規則で定

められた納期限（令和５年４月２

５日）を経過した後に調定及び納

入の通知を行っていた事例が１

件(調定額 460,180 円）認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県公有財産規則に基づき、調定事

務の適時適正な執行に努めると

ともに、決裁過程におけるチェッ

ク体制を整備するなど、実効性の

ある内部統制の整備に取り組む

べきである。    （指摘事項） 

 

現年度歳出に係る戻入処理の誤

りについて 

令和５年度の役務費（自動車損

害賠償責任保険料）について、既

に支払った保険料の返納を受け

るに当たり、出納閉鎖期日前であ

ることから、現年度歳出予算に係

る戻入処理とすべきであるのに、

誤って歳入の雑入として調定し

受け入れていた事例が１件（調定

額 12,850 円）認められた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、歳出に係る戻入処理事務等

の適正な執行に努めるとともに、

決裁過程におけるチェック体制

を整備するなど、実効性のある内

部統制の整備に取り組まれたい。 

（注意事項） 

 

業務委託契約に係る不適切な事

務処理及び支出負担行為の遅延

について 

産業廃棄物の運搬処理業務委

託について、廃棄物の処理及び清

 

 

 奈良県会計規則、奈良県公有財産

規則に基づき、調定事務の適時適正

な執行に努めるとともに、案件を一

覧できるスケジュール表を作成して

進捗状況を的確に管理するなど、各

段階で実効性のあるチェック体制を

整備し、適正な事務処理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

事務及び歳出に係る戻入処理事務等

の適正な執行に努めるとともに、課

内で戻入事務手続きのマニュアルを

作成し、起案時に確認するなど、各

段階で実効性のあるチェック体制を

整備し、適正な事務処理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法

律及び同法施行令並びに奈良県会計
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掃に関する法律及び同法施行令

の定めにより契約金額の多寡に

かかわらず契約書の作成を行わ

なければならないとされている

のに、令和５年度の当該業務委託

について、契約書を作成せず業務

委託を行っていた事例が１件(契

約額 159,500 円)認められた。 

また、委託料、工事請負費等契

約を必要とする経費について、予

算執行の統制のための手続とし

て支出負担行為を行うこととさ

れている時期は、契約を締結する

ときとされているが、上記の１件

では、支出負担行為を業務完了後

に行っていた。 

今後は、同法及び同法施行令並

びに奈良県会計規則等に基づき、

契約書の作成及び支出負担行為

事務等の適正な執行に努めると

ともに、決裁過程におけるチェッ

ク体制を整備するなど、実効性の

ある内部統制の整備に取り組む

べきである。   （指摘事項） 

規則に基づき、契約書の作成及び支

出負担行為事務等の適正な執行に努

めるとともに、案件を一覧できるス

ケジュール表を作成して進捗状況を

的確に管理するなど、各段階で実効

性のあるチェック体制を整備し、適

正な事務処理に努める。 

ファシリテ

ィマネジメ

ント室（豊

かな食と農

の振興課に

対する実地

監査で注意

事 項 と な

る） 

 
 

令和６年 

８月２６日 

公用車の購入に係る入札手続き

について 

令和５年度の公用車の購入に

係るファシリティマネジメント

室執行の入札手続き（豊かな食と

農の振興課分）において、本来は

入札の公告の中でリサイクル料

金に非課税の項目が含まれるこ

と及びその計算方法を明記すべ

きであったのにそれを明記せず、

入札書に記載した金額に１００

分の１０に相当する額を加算し

た金額を落札価格とする旨を記

載していた。このため、落札価格

の決定に当たり、非課税の項目に

消費税率を掛けて 2,443 円を加算

していた。 

今後は、同様の事例が発生しな

いよう奈良県契約規則等に基づ

き公用車の購入に係る入札手続

きの見直しを検討するなど、適正

な事務の執行に努められたい。 

         （注意事項） 

 

 

 公用車の購入において、入札書に

記載する金額に、自動車リサイクル

料金及び法定預かり費用を入札額か

ら除き、別途計上するよう適正な事

務処理に努める。 

デジタル戦
略課 

令和６年 

８月２６日 

支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

 

 

奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、契約案件、契約時期を
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る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、業務完了前である

が支出負担行為の遅延期間が１

か月以上の事例が１件（契約額

35,220,900 円）認められた。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条（契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記の１件では、支

出負担行為と同様に契約書の作

成を遅延していた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組まれたい。 

         （注意事項） 

一覧できるチェックリストを作成し

て進捗状況を的確に管理するなど、

各段階で実効性のあるチェック体制

を整備し、適正な事務処理に努める。 

デジタル管
理室 

令和６年 

８月２６日 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が２

件（契約額合計 63,910 円）認め

られた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、契約案件、契約時期を

一覧できるチェックリストを作成し

て進捗状況を的確に管理するなど、

各段階で実効性のあるチェック体制

を整備し、適正な事務処理に努める。 

文

化

・

教

育

・

く

ら

し

企画管理室 

 
 

令和６年 

８月２０日 

 

支出負担行為の遅延について  

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が２

件(契約額合計 38,813 円)認めら

れた。 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、支出負担行為を行う時期

について、複数職員で共有してチェ

ックする体制を構築する等、支出負

担行為事務の適正な執行に努める。 
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創

造

部 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

                （指摘事項） 

文化財保存
課 

令和６年 

８月２０日 

公有財産台帳の登録漏れについ

て 

 令和５年度に締結した土地購

入に係る売買契約により引渡し

を受けた土地について、公有財産

台帳に登録していない事例が１

件認められた。 

今後は、奈良県公有財産規則に

基づき、適正な事務の執行に努め

るべきである。  （指摘事項） 

 

 

 

 土地購入に係る売買契約により引

き渡しを受けた土地については、奈

良県公有財産規則に基づき適切な事

務執行に努めるとともに、契約案件

や契約時期、手続き状況を管理する

チェックリストを作成して担当者間

で事務内容を共有し迅速な事務執行

に努める。 

文化財保存
事務所 

令和６年 

８月２０日 

給与の支出に係る不適切な事務

処理について 

 厚生年金保険、地方職員共済組

合及び雇用保険の加入資格を満

たさない会計年度任用職員３名

について、厚生年金保険法、地方

公務員等共済組合法及び雇用保

険法等に基づき徴収される厚生

年金保険料、共済組合保険料及び

一般保険料を、令和６年３月分の

報酬等より誤って控除していた

事例が３件(控除額合計 49,810

円)認められた。上記のうち地方

公務員等共済組合法等に基づく

共 済 組 合 保 険 料 ( ３ 名 分 合 計 

17,203 円)については、地方職員

共済組合奈良県支部に支出して

いた。        

今後は、同法等に基づき、支出

事務の適正な執行に努めるとと

もに、決裁過程におけるチェック

体制を整備するなど、実効性のあ

る内部統制の整備に取り組まれ

たい。      （注意事項） 

 

労働保険料の支払の遅延につい

て 

 労働保険料については、労働保

険の保険料の徴収等に関する法

律により保険関係が成立した後

に速やかに労働基準監督署へ届

出し、また概算保険料の申告に基

づき保険料を支払うこととされ

ているのに、令和５年度におい

て、会計年度任用職員に係る労働

 

 

 社会保険の適用関係・要件につい

てチェックリストを作成し、複数職

員で確認する体制を構築する等、支

出事務の適正な執行に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当者間で申告期限、支払期限に

ついて認識を共有するとともに、労

働保険料の算定に必要な会計年度任

用職員の現場別名簿を事前に作成・

確認するよう工夫することで適正な

事務の執行に努める。 
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保険料について労働保険概算保

険料申告書の提出及び労働保険

概算保険料の支払が６か月以上 

遅延していた事例が１件（保険料

額 112,100 円）認められた。 

 今後は、同法に基づき、適正な

事務の執行に努めるべきである。 

         （指摘事項） 

 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について支出負担行為

を納品後に行っていた事例が４

件（契約額合計 437,482 円)認め

られた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、支出負担行為を行う時期

について、対象事業をリスト化し、

複数職員でチェックする体制を構築

する等、支出負担行為事務の適正な

執行に努める。 

こ

ど

も

・

女

性

局 

女性活躍推
進課 

令和６年 

５月２３日 

入札公告に係る不適切な事務処

理について 

奈良県契約規則第２８条(一般

競争入札の公告)では、地方公共

団体の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める政令第６

条の規定による公告は奈良県公

報に登載して行わなければなら

ないとされているのに、令和５年

度の業務委託の入札公告につい

て、奈良県公報に登載していなか

っ た 事 例 が １ 件 （ 契 約 額

116,600,000 円）認められた。 

今後は、同規則等に基づき、適

正な入札事務の執行に努めると

ともに、決裁過程におけるチェッ

ク体制を整備するなど、実効性の

ある内部統制の整備に取り組む

べきである。   （指摘事項） 

 

 

 

 課員に対し、入札に関する事務へ

の理解を深めるための研修を実施

し、注意事項を課内にて共有し、再

発防止に努める。 

 業務量の多い事業を実施する場合

は、事務をひとりに集中させないよ

う、主担当・副担当の二人体制で取

り組む。 

奈良っ子は
ぐくみ課 

令和６年 

５月２３日 

現金出納簿の月例検査の未実施

について 

資金前渡職員が備える現金出

納簿について、所属長は、毎月末

日に検査を行うこととされてい

 

 

 課員全員に改めて奈良県会計規則

及び関係通知に基づき、適正な事務

の執行に努めることを周知するとと
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るのに、令和５年度において、こ

の月例検査を全く行っていなか

った。 

今後は、チェック体制の充実を

図り、適正な事務の執行に努めら

れたい。     （注意事項） 

 

補助金等の交付決定等に係る不

適切な事務処理について 

奈良県補助金等交付規則に定

める補助金等の交付決定は、県が

交付申請者に対して、補助事業等

を行った場合に一定金額の補助

金等を交付する旨の意思決定で

ある。令和４年度において、交付

決定に当たり、実際に交付決定を

行った日から１か月以上遡った

日付を交付決定日としていた事

例 が ２ 件 （ 交 付 決 定 額 合 計

236,834 円）認められた。 

また、補助金等の交付決定につ

いて、予算執行の統制のための手

続きとして支出負担行為を行う

こととされている時期は、交付決

定をするときとされているが、上

記の２件では、交付決定日として

いた日付と同様に支出負担行為

の日付を遡っていた。 

今後は、同規則、奈良県会計規

則等に基づき、適正な事務の執行

に努めるとともに、決裁過程にお

けるチェック体制を整備するな

ど、実効性のある内部統制の整備

に取り組まれたい。 （注意事項） 

もに、現金出納簿の取扱については、

支払チェックシートとは別に月例検

査分を作成して適正な事務執行を徹

底するようチェック体制を整備し、

適正な事務処理に努める。 

 

 

 

 

 奈良県補助金等交付規則、奈良県

会計規則等に基づき、支出負担行為

及び補助金等の交付決定時期等の適

正な執行に努めるとともに、補助事

業については、交付申請受付や交付

決定等のスケジュールを明確に明示

し、複数名でチェックすることで、

適正な事務処理に努める。 

福

祉

医

療

部 

企画管理室 
 

令和６年 

５月２７日 

 

補助金等の額の確定に係る不適

切な事務処理について 

奈良県補助金等交付規則等に

定める補助金等の額の確定は、県

が報告書等の書類審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、

補助金等の交付の決定の内容及

びこれに付した条件に補助事業

者が実施した補助事業等の成果

が適合したことを認め、交付すべ

き補助金等の額を確定する旨の

意思決定である。 

令和４年度において、実績報告

書に添付された収支決算書に記

載された内容と支出証拠書類の

突合等による審査を行わず額の

確定を行っていた事例が１件（交

付決定額 1,850,000 円）認められ

た。   

 

 

 「奈良県補助金等交付規則および

補助金等の適正な事務執行について

（通知）」に基づき、実績報告書と

支出証拠書類等の突合を行うなど適

切な履行確認を実施するとともに、

調査内容や結果は記録し、所属内で

の共有を図る。 
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今後は、同規則等に基づき、適

正な事務の執行に努めるととも

に、決裁過程におけるチェック体

制を整備するなど、実効性のある

内部統制の整備に取り組まれた

い。       （注意事項） 

 

自動車の管理及び使用状況の報

告漏れについて 

公用車の管理については、自動

車の管理及び使用に関する規則

に基づき自動車の管理及び使用

状況を毎年３月３１日現在にお

いてとりまとめ、自動車管理及び

使用状況報告書により４月３０

日までにファシリティマネジメ

ント室長に報告することとされ

ているが、令和２年度から令和４

年度において、公用車４台につい

て報告を行っていなかった。 

今後は、同規則に基づき、公用

車の適正な管理に努められたい。 

         （注意事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該車両については所属で通常的

に使用していなかったため報告の認

識が漏れていた。今後は自動車の管

理及び使用に関する規則に基づき、

漏れなく報告を行うよう所属内での

共有を強化する。なお、当該車両４

台については既に他所属に保管転換

しているため、現在当課で保有して

いない。 

地域福祉課 
 

令和６年 

５月２７日 

 

支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、支出負担行為を業

務完了後に行っていた事例が２

件（契約額合計 243,485 円)認め

られた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、支出負担行為等を一覧で

きる事業スケジュールを用いて進捗

状況を的確に管理するなど、各段階

で実効性のあるチェック体制を強化

し、再発防止に努める。 

長寿・福祉
人材確保対
策課 

令和６年 

５月２７日 

 

調定事務に係る不適切な事務処

理について 

 歳入の調定については、法令又

は契約に違反する事実がないか

どうかを調査してこれをしなけ

ればならないとされているが、令

和５年度において、委託契約に係

る研修業務の一部を県の職員に

依頼したことにより発生した講

師謝金の費用について、契約変更

 

 

 今回発生した事案について、課内

で情報共有するとともに、地方自治

法施行令等に基づき、適正な事務の

執行に努める。加えて決裁過程にお

いて複数の担当者による書類確認を

徹底することにより所属におけるチ

ェック体制を強化し、再発防止に努

める。 
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により契約額から減額すべきで

あったのに、法令又は契約に基づ

かず雑入として調定していた事

例が１件（調定額 90,100 円）認

められた。 

今後は、地方自治法施行令等に

基づき、適正な事務の執行に努め

るとともに、決裁過程におけるチ

ェック体制を整備するなど、実効

性のある内部統制の整備に取り

組まれたい。   （注意事項） 

 

障害福祉課 令和６年 

５月２７日 

 

児童措置費負担金の徴収過大に

ついて 

 児童福祉法に基づき徴収する

児童措置費負担金について、令和

元年６月分から令和５年１月分

までの負担金の算定を誤ったた

め、徴収額が過大となっていたも

の が ５ 件 （ 徴 収 過 大 額 合 計 

312,300 円）認められた。令和５

年１月にその誤りに気がつき、所

要の手続きを行っていた。 

今後は、同法等に基づき適正な

会計処理の徹底に努めるととも

に、決裁過程におけるチェック体

制を整備するなど、実効性のある

内部統制の整備に取り組むべき

である。     （指摘事項） 

 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、支出負担行為を業

務完了後に行っていた事例が１

件（契約額 49,500 円)認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 

 負担金額算定に際し、複数の職員

によるチェックを徹底するなどチェ

ック体制を整備し、適正な事務処理

に努める。 

 また担当職員の負担金制度への理

解を深めるため、担当者職員研修等

を拡充する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、契約案件、契約時期を

一覧できるチェックリストを作成し

て進捗状況を的確に管理するなど、

各段階で実効性のあるチェック体制

を整備し、適正な事務処理に努める。 

医

療

・

介

医療保険課 令和６年 

５月２７日 

 

支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約
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護

保

険

局 

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、支出負担行為を行

うこととされている日から１か

月以上遅延して支出負担行為を

行っていた事例が１件（契約額 

107,789 円)認められた。 

 契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条(契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記の１件では、支

出負担行為と同様に契約書の作

成を遅延していた。 

 今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組まれたい。 

         （注意事項） 

 

書の作成事務等の適正な執行に努め

る。 

具体的には、会計局・主管課連絡

会議の内容を所属長・会計事務担当

管理職から課内全員に周知徹底する

ことにより、適切な会計事務を行う

ための意識改善に努めるよう注意喚

起を図るとともに、事業者の選定後、

速やかに契約の相手方と調整を行

い、遅滞なく契約書を作成する。ま

た、契約案件、契約時期を一覧でき

るチェックリストを作成して進捗状

況を的確に管理するなど、各段階で

実効性のあるチェック体制を整備

し、適正な事務処理に努める。 

医

療

政

策

局 

健康推進課 令和６年 

８月２７日 

公用車の自動車損害賠償責任保

険料の支払の遅延について 

公用車の車検受検に係る自動

車損害賠償責任保険料について、

受検日の後に支出していた事例

が１件（保険料 70,600 円）認め

られた。 

 自動車損害賠償責任保険料の

後払いは、業者に対し保険会社等

への立替払を強いることとなる

ため、今後、保険料の支出につい

ては適時適正に処理すべきであ

る。       （指摘事項） 

 

支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約等について、支出負担行為を

業務完了後又は納品後に行って

いた事例が２件（契約額合計

165,000 円）認められた。 

 

 

 公用車に係る自動車損害賠償責任

保険料については、業者が立替払を

することの無いよう継続車検前に支

出するよう徹底する。 

 今後は同様の案件が起こらないよ

う複数職員で公用車管理を行い、実

効性のあるチェック体制を構築し、

適正な事務処理に努める。 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、「支出負担行為整理区

分表」を案件毎に漏れなく確認し、

遅滞なく支出負担行為を行うよう職

員に周知徹底を図った。今後は複数

名の職員で事務の進捗確認を確実に

実施するなど、決裁過程におけるチ

ェック体制を整備する。 



14 
 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

薬務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和６年 

８月２７日 

公用車の自動車損害賠償責任保

険料の支払の遅延について 

 公用車の車検受検に係る自動

車損害賠償責任保険料について、

受検日の後に支出していた事例

が１件（保険料 12,850 円）認め

られた。 

 自動車損害賠償責任保険料の

後払いは、業者に対し保険会社等

への立替払を強いることとなる

ため、今後、保険料の支出につい

ては適時適正に処理すべきであ

る。       （指摘事項） 

 

支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

等購入契約について、支出負担行

為を納品後に行っていた事例が

１件(契約額 28,362 円)認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 公用車に係る自動車損害賠償責任

保険料については、業者が立替払を

することの無いよう継続車検前に支

出するよう徹底する。 

 今後は同様の案件が起こらないよ

う複数職員で公用車管理を行い、実

効性のあるチェック体制を構築し、

適正な事務処理に努める。 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、「支出負担行為整理区

分表」を案件毎に漏れなく確認し、

遅滞なく支出負担行為を行うよう職

員に周知徹底を図るとともに、物品

購入伺い決裁時点で支出負担行為の

要不要の確認を徹底するなど、各段

階で実効性のあるチェック体制を整

備し、適正な事務処理に努める。 

 

水

循

環

・

森

林

・

景

観

環

水資源政策
課 

令和６年 

７月１８日 

支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和４年度及び令

和５年度の備品購入契約等につ

いて、支出負担行為を行うことと

されている日から１か月以上遅

延して支出負担行為を行ってい

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、契約案件、契約時期を

一覧できるチェックリストを作成し

て進捗状況を的確に管理するなど、

各段階で実効性のあるチェック体制

を整備し、適正な事務処理に努める。 
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境

部 

た 事 例 が ２ 件 （ 契 約 額 合 計

1,564,200 円)認められた。その態

様の内訳は、①支出負担行為を納

品後に行っていた事例が１件、②

業務完了前であるが支出負担行

為の遅延期間が１か月以上３か

月未満の事例が１件となってい

た。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条(契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記のうち１件（契

約額 1,210,000 円）では、支出負

担行為と同様に契約書の作成を

遅延していた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組むべきであ

る。       （指摘事項） 

 

廃棄物対策

課 

 

 

 

 

 

 
 

令和６年 

７月１８日 

支払遅延による過年度支出の発

生について 

 地方自治法においては各会計

年度における歳出は、その年度の

歳入をもってこれに充てなけれ

ばならないとされているが、令和

３ 年 度 の 職 員 旅 費 （ １ ３ 件 

16,670 円）について、該当職員が

令和３年度内に請求せず、令和５

年３月に令和４年度予算から支

出していて、過年度支出となって

いた。 

今後は、同法に規定されている

上記の会計年度独立の原則に基

づき適正な事務の執行に努める

とともに、決裁過程におけるチェ

ック体制を整備するなど、実効性

のある内部統制の整備に取り組

むべきである。 

    （指摘事項） 

 

 

 

 地方自治法に規定されている会計

年度独立の原則に基づき適正な事務

の執行に努める。 

また、旅費請求は職員が総務事務

システムで行うこととなっており、

通常の支出事務に対するチェック体

制では請求漏れ等の管理ができない

ため、各職員に対する旅行終了後の

速やかな請求入力実施の周知に留ま

らず、管理職が総務事務システムで

職員の旅費請求状況の確認を毎月行

うなど、実効性のある内部統制の整

備に取り組む。 

景観・自然
環境課 

令和６年 

７月１８日 

支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約
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の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の工事

請負契約について、支出負担行為

を業務完了後に行っていた事例

が２件(契約額合計 1,562,550

円)認められた。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条（契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記の２件では、支

出負担行為と同様に契約書の作

成を遅延していた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組むべきであ

る。       （指摘事項） 

 

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、契約案件、契約時期を

確認できる一覧表、工程表、チェッ

クシートを作成して進捗状況を管理

する等、各段階で実効性のあるチェ

ック体制を整備し、適正な事務処理

に努める。 

産

業

・

観

光

・

雇

用

振

興

部 

産業振興総

合センター 
 

令和６年 

３月２１日 

 

負担金の交付事務に係る審査等

の体制のあり方について 

 県の担当課室が補助事業者等

である実行委員会等の事務局を

兼ねている場合、利益相反のおそ

れがあるため、当該補助金等の交

付事務に係る責任者及び担当職

員を、実行委員会等の事務局長及

び事務局員と別の者にする等、よ

り透明性の高い審査体制とする

よう努めることとされているが、

令和５年度奈良県小規模事業者

等デジタル化推進協議会への負

担金については、負担金の交付事

務を担当する職員を、当該負担金

の交付申請や交付対象事業を行

う同協議会の事務局員と兼務さ

せ別の者にしていなかった。 

今後、負担金の交付事務の執行

に当たっては、交付事務担当職員

を協議会の事務職員と別の者に

するなど、負担金の適切な審査の

確保が図られるよう、審査等の体

制を整備されたい。（意見事項） 

 

 

 

 ご指摘以降、速やかに負担金交付

事務担当者と協議会事務局担当者を

別にすることにより、適切な審査及

び事務執行に努めている。 
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企業立地推
進課 

令和６年 

５月２３日 
 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約等について、支出負担行為を

業務完了後又は納品後に行って

いた事例が２件（契約額合計

533,000 円）認められた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 指摘事項につき課内周知し、再発

防止を徹底するよう指導し、ミスの

未然防止のため会計局発行の「契約

締結等の委任及び支出負担行為等の

手続に係る事務処理の整理区分」を

課全体に配布し、各節の事務処理手

順の再確認を実施。  

引き続き、奈良県会計規則等に基

づき、所属におけるチェック体制を

強化し、複数の担当者による書類確

認とスケジュール管理を行い、支出

負担行為の適正な執行と再発防止に

努める。 

雇用政策課 令和６年 

５月２３日 
 

支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額 49,478 円）認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

内部統制の強化・充実について 

 今回の監査において、支出事務

等について、不適正な事務処理が

散見された。事務の執行に当たっ

ては、関係法令や規則等に基づい

て処理するとともに、決裁過程に

おけるチェック体制を強化する

など、実効性のある内部統制の整

備に取り組まれたい。 

 （注意事項） 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、物品調達手続きを確認

するチェックリストを作成して、購

入する物品に対応する必要な手続き

を係内で共有、確認するなど、各段

階で実効性のあるチェック体制を整

備し、適正な事務処理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則に基づき、支出命

令の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、新しくなった産業部の

チェックシートを活用して、必要な

手続きを係内で共有、確認するなど、

各段階で実効性のあるチェック体制

を整備し、適正な事務処理に努める。 

観

光

局 

観光プロモ
ーション課 

令和６年 

６月６日 
実行委員会負担金に係る精算に

ついて 

 令和４年度の「知れば知るほど

奈良はおもしろい」実行委員会事

 

 

 当実行委員会は今年度で解散予定

であるため、解散に際しての決議に
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業負担金において、「知れば知る

ほど奈良はおもしろい」実行委員

会（以下「実行委員会」という。）

は、収支決算の収支差額を翌年度

に繰り越し、県はその収支決算に

基づき額の確定を行っていた。実

行委員会は県、市町村、民間団体

の負担金により事業を実施して

いるが、収支決算において収支差

額が生じた場合の返還割合等が

定められていないため、県は同負

担金の対象事業、負担割合等を明

確にし、収支差額が生じた場合の

返還額等が明確となるよう交付

要綱又は負担金交付事務等の見

直しを検討されたい。（意見事項） 

 

委託契約における再委託等に係

る不適切な事務処理について 

 委託契約における再委託等に

係る事務処理については、再委託

等の申請書の提出を受けて、内容

を審査の上、適当と認められる場

合に限り承認することとされて

いるが、令和５年度において、再

委託等されていることを所属が

把握しないまま再委託等されて

いた事例が２件（契約額合計 

112,695,000 円）認められた。 

今後は、会計局通知等に基づ

き、契約事務の適正な執行に努め

るとともに、決裁過程におけるチ

ェック体制を整備するなど、実効

性のある内部統制の整備に取り

組まれたい。   （注意事項） 

 

委託契約に係る不適切な事務処

理について 

 令和５年度の委託契約におい

て、委託履行期間途中で仕様内容

の変更が生じたのに、変更契約の

手続きを行っていなかった事例

が１件（契約額 40,000,000 円）

認められた。 

今後は、契約事務の適正な執行

に努めるとともに、決裁過程にお

けるチェック体制を整備するな

ど、実効性のある内部統制の整備

に取り組まれたい。 （注意事項） 

 

内部統制の強化・充実について 

 今回の監査において、支出事務

等について、不適正な事務処理が

おいて、収支決算の収支差額が発生

した場合には適正な事務処理に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委託契約において、委託事業者に

再委託が生じるかどうか十分に確認

し、必要な場合は再委託の申請をさ

せ、内容を審査し適当と認められる

か判断する。 

今後は、同様の事案が発生するこ

とのないよう、複数の職員によるチ

ェックを徹底し、適正な事務の執行

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委託契約において、業務内容の変

更が生じた場合は、速やかに課内で

情報共有し、変更契約の手続きを適

時行うよう周知徹底する。 

今後は、同様の事案が発生するこ

とのないよう、補助事業の進捗状況

の把握を定期的に行うよう職員へ注

意喚起を行うとともに、事業計画変

更承認申請を受け、適正な事務の執

行に努める。 

 

 

 

事務の執行に際しては、関係法令

や規則等を確認し、特に指導のあっ
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散見された。事務の執行に当たっ

ては、関係法令や規則等に基づい

て処理するとともに、決裁過程に

おけるチェック体制を強化する

など、実効性のある内部統制の整

備に取り組まれたい。（注意事項） 

 

た点について情報を共有し再発防止

に努める。 

また、複数の職員によるチェック

を徹底し、内部統制の整備に努める。 

食

と

農

の

振

興

部 

企画管理室 令和６年 

７月２９日 

 

 
 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和４年度の備品

購入契約について支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額 88,550 円)認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為等の適正

な執行に努めるとともに、執行予定

のある契約等については予定表を作

成し、複数名での管理を徹底するな

ど、各段階で実効性のあるチェック

体制を整備し、適正な事務処理に努

める。 

中央卸売市

場再整備推

進室 

 

 
 

令和６年 

７月２９日 
支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和４年度の備品

購入契約について支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額 29,700 円)認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為等の適正

な執行に努めるとともに、物品調達

手続きを確認するチェックリストを

作成し、支出負担行為の要不要の確

認を徹底するなど各段階で実効性の

あるチェック体制を整備し、適正な

事務処理に努める。 

農業経済課 令和６年 

７月２９日 
郵便切手の管理に係る不適切な

事務処理について 

 令和５年度において、郵便切手

の亡失（金額 720 円）が認められ

た。 

また、上記の亡失について、奈

良県会計規則に基づき速やかに

知事及び会計管理者に報告すべ

 

 

 奈良県会計規則に基づき、郵便切

手の適正な管理を徹底するため、郵

便切手を使用する際は、郵便切手使

用簿への記入と使用郵便切手（金額

・金種）の確認を必ず複数人（使用

者と担当者）で行うとともに、担当
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きであったのに、令和６年１月の

郵便切手等交付簿に使用分とし

て実態と異なる内容を記載して

いた。なお、その後同年３月に亡

失に係る所要の手続きを行って

いた。 

郵便切手等は換金性が高く、現

金と同様の取扱いが必要である。

今後は、同規則に基づいた郵便切

手等の適正な管理を徹底し、不適

切な事務処理の再発防止に努め

るべきである。  （指摘事項） 

 

者は郵便切手が使用された日ごと

に、郵便切手交付簿に記入し、郵便

切手の残数を照合のうえ、課長また

は課長補佐の確認を受けるなど、各

段階で実効性のあるチェック体制を

整備し、適正な事務処理に努める。 

県

土

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

部 

道路建設課 令和６年 

８月７日 
土地建物貸付料の調定事務の遅

延について 

令和５年度の土地建物貸付料

について、奈良県公有財産規則で

定められた納期限（令和５年４月

２５日）を経過した後（１か月経

過）に調定及び納入の通知を行っ

て い た 事 例 が １ 件 ( 調 定 額 

4,100,000 円）認められた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県公有財産規則に基づき、調定事

務の適時適正な執行に努めると

ともに、決裁過程におけるチェッ

ク体制を整備するなど、実効性の

ある内部のチェック体制の整備

に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県公有財産

規則等に基づき、調定事務の適正な

執行に努めるとともに、調定案件、

納期限等を一覧できるチェックリス

トを作成して進捗状況を的確に管理

するなど、各段階で実効性のあるチ

ェック体制を整備し、適正な事務処

理に努める。 

道路マネジ
メント課 

令和６年 

８月７日 
支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、支出負担行為を行

うこととされている日から１か

月以上遅延して支出負担行為を

行っていた事例が４件（契約額等

合計 143,492,000 円)認められた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組まれたい。   

（注意事項） 

 

 

 今後は、奈良県会計規則、奈良県

契約規則等に基づき、支出負担行為

及び契約書の作成事務等の適正な執

行に努めるとともに、事業及び契約

事務の担当者による相互確認のう

え、業務の進捗管理を行うことで、

支出負担行為の適正な執行と再発防

止に努める。 
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リニア推進
・地域交通
対策課 

令和６年 

８月７日 
補助金等の交付決定等に係る不

適切な事務処理について 

 奈良県補助金等交付規則に定

める補助金等の交付決定は、県が

交付申請者に対して、補助事業等

を行った場合に一定金額の補助

金等を交付する旨の意思決定で

ある。令和５年度において、交付

決定に当たり、実際に交付決定を

行った日から１か月以上遡った

日付を交付決定日としていた事

例が１件（交付決定額 3,250,000

円）認められた。 

 また、補助金等の交付決定につ

いて、予算執行の統制のための手

続きとして支出負担行為を行う

こととされている時期は、交付決

定をするときとされているが、上

記では、交付決定日としていた日

付と同様に支出負担行為の日付

を遡っていた。 

 今後は、同規則、奈良県会計規

則等に基づき、適正な事務の執行

に努めるとともに、決裁過程にお

けるチェック体制を整備するな

ど、実効性のある内部統制の整備

に取り組まれたい。（注意事項） 

 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、契約案件、契約時期を

一覧できるチェックリストを作成し

て進捗状況を的確に管理するなど、

各段階で実効性のあるチェック体制

を整備し、適正な事務処理に努める。 

河川整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和６年 

８月６日 
支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額 26,545 円）認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 
 

 
 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、発注物品や納品時期等を

一覧できるリストを作成して必要と

なる事務手続きの進捗状況を的確に

管理するなど、実効性のあるチェッ

ク体制を整備し、適正な事務に努め

る。 

地

域

デ

ザ

イ

まちづくり
連携推進課 

令和６年 

７月２５日 
支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為事務の適

正な執行に努めるとともに、適切な

進捗管理及び複数人による多重チェ

ックを実施するなど、組織としてチ



22 
 

ン

推

進

局 

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額 145,860 円）認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

ェック体制を構築し、適正な事務処

理と再発防止に努める。 

県土利用政
策課 

令和６年 

７月２５日 
報酬等の誤払い及び過年度支出

の発生について 

 令和４年度及び５年度の報酬

及び旅費について、債権者を誤っ

て支出した事例が４件（支出額合

計 27,590 円）認められた。 

また、地方自治法において、各

会計年度における歳出は、その年

度の歳入をもって、これに充てな

ければならないとされているが、

上記のうち令和４年度の報酬２

件（支出額合計 17,660 円）では、

正当債権者への支払いを令和６

年５月に令和５年度予算から支

出していて、過年度支出となって

いた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出事務において債務の確

認を徹底するとともに、同法に規

定されている上記の会計年度独

立の原則に基づき適正な事務の

執行に努め、決裁過程におけるチ

ェック体制を整備するなど、実効

性のある内部統制の整備に取り

組むべきである。 （指摘事項） 

 

 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

事務において債務確認を徹底すると

ともに、同法に規定されている会計

年度独立の原則に基づき、適正な事

務執行に努める。 

また、支出事務を行うにあたって

は複数人によるチェックを行うなど

決裁過程におけるチェック体制を強

化するだけでなく、当該事務の誤り

を職員に周知し注意喚起を行うこと

で、再発防止に努める。 

公園緑地課 令和６年 

７月２５日 
郵便切手の過大な保有について 

 令和５年度末の郵便切手の保

有残高が当該年度月平均使用料

の６か月分を超え、かつ、その額

が５万円を超えて多額（保有残高 

86,838 円）となっていた。 

 郵便切手は換金性が高く、現金

と同様の取扱いが必要である。安

全な管理のためにも、使用状況を

的確に把握し、その保有は必要最

小限にとどめるとともに、必要に

応じ購入抑制をするなど効率的

な予算執行に努められたい。 

（注意事項） 

 

 今後は、使用予定枚数の把握と台

帳の残高確認を行い、適正な郵便切

手の保有に努める。 
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支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、業務完了前である

が支出負担行為の遅延期間が１

か月以上の事例が１件（契約額 

22,473,000 円）認められた。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条（契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記の１件では、支

出負担行為と同様に契約書の作

成を遅延していた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組まれたい。 

         （注意事項） 

 

 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、事務処理状況の共有やス

ケジュール管理の徹底により、各段

階で実効性のあるチェック体制を整

備し、適正な事務処理と再発防止に

努める。 

奈良公園室 令和６年 

６月６日 
支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、業務完了前である

が支出負担行為の遅延期間が１

か月以上の事例が１件（契約額 

2,000,000 円）認められた。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条（契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記の１件では、支

出負担行為と同様に契約書の作

成を遅延していた。 

 

 

 奈良県会計規則等に基づき、支出

負担行為事務の適正な執行に努める

とともに、契約案件、契約時期を一

覧できるチェックリストを作成して

進捗状況を的確に管理するなど、各

段階で実効性のあるチェック体制を

整備し、適正な事務処理に努める。 
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今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組まれたい。 

         （注意事項） 

 

住まいまち
づくり課 

令和６年 

７月２５日 

契約の解除に係る不適正な事務

処理について 

 令和４年９月に売却した普通

財産の土地について、当該土地の

一部を電柱等の設置を目的とし

て賃貸借契約を締結していた事

業者と民法及び契約書の規定に

基づく契約の解除を行わず、貸付

料を収納していた事例が２件（貸

付料合計 7,658 円）認められた。 

今後は、民法及び契約書等に基

づき、適正な事務の執行に努める

とともに、決裁過程におけるチェ

ック体制を整備するなど、実効性

のある内部統制の整備に取り組

むべきである。  （指摘事項） 

 

 

 

 県有財産売却の際、適正に賃貸借

契約を解除し貸付料を返還するため

事務的なチェック体制を整備する。 

１．売却等の方針が決まり行政財産

から普通財産に変更する場合、当該

売却候補地を行政財産の貸付地リス

トと照合し、売却後に賃貸借契約を

解除すべき土地に該当するか確認す

る。 

２．売却等により所有権が移転する

場合、普通財産の貸付地リストと照

合し、売却後に賃貸借契約を解除す

べき土地に該当するか確認する。 

上記について、複数年度にまたが

ることも想定されるため担当間の引

継ぎを徹底させる。 

建築安全推
進課 

令和６年 

７月２５日 

郵便切手の過大な保有について 

令和５年度末の郵便切手の保

有残高が当該年度月平均使用料

の６か月分を超え、かつ、その額

が５万円を超えて多額（保有残高 

74,647 円）となっていた。 

郵便切手は換金性が高く、現金

と同様の取扱いが必要である。安

全な管理のためにも、使用状況を

的確に把握し、その保有は必要最

小限にとどめるとともに、必要に

応じ購入抑制をするなど効率的

な予算執行に努められたい。 

         （注意事項） 

 

 

 前年度月平均使用料の６か月分を

参考に、１回あたりの購入額を少な

くするなどして、その額を超えない

ように適正な郵便切手の保有に努め

る。 

教

育

委

員

会 

学校支援課 令和６年 

８月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の委託

契約について、支出負担行為を行

うこととされている日から１か

月以上３か月未満遅延して支出

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為及び契約

書の作成事務等の適正な執行に努め

るとともに、契約案件、契約時期を

一覧できるチェックリストを作成し

て進捗状況を的確に管理するなど、

各段階で実効性のあるチェック体制

を整備し、適正な事務処理に努める。 
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負担行為を行っていた事例が２

件（契約額合計 14,300,000 円）

認められた。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条（契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記の２件では、支

出負担行為と同様に契約書の作

成を遅延していた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組まれたい。 

         （注意事項） 

 

工事請負契約に係る品質確保の

方策について 

令和５年度の工事請負契約に

おいて、予定価格に比して請負代

金の額が大幅に低い工事が複数

件認められた。ダンピング受注

（その請負代金の額によっては

公共工事の適正な施工が通常見

込まれない契約の締結）は、工事

の手抜き、下請業者へのしわ寄

せ、公共工事に従事する者の賃金

その他の労働条件の悪化、安全対

策の不徹底等につながりやすい

ため、最低制限価格制度等を活用

するなど、公共工事の品質確保に

支障を来すおそれがないよう方

策を検討されたい。（意見事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当課発注の工事請負契約における

公共工事の品質確保について、他府

県での同事例の有無や取組事例を調

査しつつ、最低制限価格の活用など、

十分な品質が確保できる方策を検討

する。 

教職員課 令和６年 

８月１日 

支出負担行為の遅延について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額 276,562 円)認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則

等に基づき、支出負担行為事務の適

正な執行に努めるとともに、決裁過

程のチェック体制を強化する。また、

課内で「契約締結権限等の委任及び

支出負担行為等の手続に係る事務処

理の整理区分」を共有し、各課員が

適正な支出負担行為事務を執行でき

るよう努める。 
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  づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

 

高校の特色
づくり推進
課 

令和６年 

８月１日 

委託契約における再委託に係る

不適切な事務処理について 

 委託契約における再委託に係

る事務処理については、再委託の

申請書の提出を受けて、内容を審

査の上、適当と認められる場合に

限り承認することとされている

が、令和５年度において、所属は

再委託の必要性及びその事実を

把握していたのに、承認申請手続

きをさせないまま再委託されて

い た 事 例 が １ 件 （ 契 約 額 

1,393,590 円）認められた。 

今後は、会計局通知等に基づ

き、契約事務の適正な執行に努め

るとともに、決裁過程におけるチ

ェック体制を整備するなど、実効

性のある内部統制の整備に取り

組まれたい。   （注意事項） 

 

 

 

 「委託契約における再委託の取り

扱いについて」の会計局通知に基づ

き、適正な執行に努めるとともに、

契約時に再委託が発生する可能性が

ある案件であるかを確認の上、チェ

ックリストを作成して進捗状況を的

確に管理するなど、各段階で実効性

のあるチェック体制を整備し、適正

な事務処理に努める。 

警

察

本

部 

警察本部 令和６年 

８月６日 

補助金等の額の確定に係る不適

切な事務処理について 

奈良県補助金等交付規則等に

定める補助金等の額の確定は、県

が報告書等の書類審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、

補助金等の交付の決定の内容及

びこれに付した条件に補助事業

者が実施した補助事業等の成果

が適合したことを認め、交付すべ

き補助金等の額を確定する旨の

意思決定である。 

令和５年度において、実績報告

書に添付された収支精算書に記

載された内容と支出証拠書類の

突合等による審査を行わず額の

確定を行っていた事例が１件（交

付決定額 466,000 円）認められ

た。 

今後は、同規則等に基づき、適

正な事務の執行に努めるととも

に、決裁過程におけるチェック体

制を整備するなど、実効性のある

内部統制の整備に取り組むべき

である。     （指摘事項） 

 

 

 

 額の確定を行う際は、奈良県補助

金等交付規則等に基づき補助事業者

から提出される報告書の内容確認及

び証拠書類等算定基礎となる書類を

精算書に確実に添付し、各段階で実

効性のあるチェック体制を整備し、

適切な事務処理に努める。 
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特定調達契約に係る不適切な事

務処理について 

令和５年度の委託契約につい

て、地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定め

る政令の規定が適用される調達

契約であるにもかかわらず、同令

による随意契約手続を行ってい

なかった事例が１件（契約額

50,180,988 円）認められた。 

今後は、同令及び関係通知等に

基づき、適正な事務処理に努める

とともに、決裁過程におけるチェ

ック体制を整備するなど、実効性

のある内部統制の整備に取り組

むべきである。  （指摘事項） 

 

 

 

本部会計課が事業主管課と契約事

務を進める際には、事業主管課に対

して特定調達を含む契約等関係法令

の指導・周知するとともに、双方で

の適用法令等の確認を徹底し、疑義

が生じた場合は会計局に確認を行

う。 

運転免許課においては、当該政令

に定める適用基準額を超える事業に

ついて、起案時の根拠法令の適用に

誤りがないよう執行計画策定時に該

当事業のリストを作成し、担当係及

び庶務係で共有することにより起案

時及び課内決裁時のチェックを強化

する。 
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イ 出先機関 
 

部

・

局

名 

 
 

所属名 

 
 

実施日 

 
 

監査結果 

 
 

措置の内容 

こ

ど

も

・

女

性

局 

女性センタ

ー 
令和６年 

３月２１日 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件（契約額 49,500 円）認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 
 

 

 支出負担行為の遅延が発生しないよ

う、職員に対し指摘事項について周知

徹底を行った。 

 今後は、奈良県会計規則等に基づき、

支出負担行為事務の適正な執行に努め

るとともに、備品購入に際しては、物

品購入伺いの段階で支出負担行為の要

不要の確認を徹底するなど、実効性の

あるチェック体制を整備し、適正な事

務処理に努める。 

高田こども

家庭相談セ

ンター 

令和６年 

４月１０日 

予算の不適切な執行管理につい

て 

 令和５年度の電信電話代につ

いて、予算の令達依頼を適時に行

わなかったため令達が遅延した

ことにより、正当ではない歳出科

目（需用費）から一旦支出し、令

達を受けた後に正当な歳出科目

（役務費）に更正していた事例が

１件（金額 16,681 円）認められ

た。 

今後は、奈良県予算規則に基づ

き予算の令達依頼を適切に行う

とともに、適正な歳出科目で支出

されたい。    （注意事項） 
 

 
 
 奈良県予算規則に基づき予算の令達

依頼を適切に行えるよう、予算額、月

毎の執行済額、今後の執行見込額及び

予算不足額を表形式で整理し、不足が

生じるであろう月を事前に把握すると

ともに、予算の令達依頼を適時に行い、

正当な歳出科目で支出ができるよう適

正な事務処理に努める。 

福

祉

医

療

部 

中和保健所

（うだ・ア

ニマルパー

ク振興室に

対する実地

監査で注意

事 項 と な

る） 

令和６年 

７月２４日 

（うだ・ア

ニマルパー

ク振興室の

実地監査の

実施日） 

自動車の管理及び使用状況の報

告漏れについて 

 公用車の管理については、自動

車の管理及び使用に関する規則

に基づき自動車の管理及び使用

状況を毎年３月３１日現在にお

いてとりまとめ、自動車管理及び

使用状況報告書により４月３０

日までにファシリティマネジメ

ント室長に報告することとされ

ているが、令和４年度において保

有していた公用車２０台の内６

 

 

 令和５年度は、自動車の管理及び仕

様に関する規則に基づき、保有する公

用車全てについて、その管理及び使用

状況を適正に報告した。今後において

も、車両の適正な管理に努める。 
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台について報告を行っていなか

った。 

今後は、同規則に基づき、公用

車の適正な管理に努められたい。 

         （注意事項） 

 

中和福祉事

務所 

 

令和６年 

４月１７日 

委託契約における再委託に係る

不適切な事務処理について 

 委託契約における再委託に係

る事務処理については、再委託の

申請書の提出を受けて、内容を審

査の上、適当と認められる場合に

限り承認することとされている

が、令和５年度において、委託契

約書に一部再委託の承認に関す

る事項を記載せず、再委託されて

いることを所属が把握しないま

ま再委託されていた事例が２件

（契約額合計 23,100 円）認めら

れた。 

今後は、会計局通知等に基づ

き、契約事務の適正な執行に努め

るとともに、決裁過程におけるチ

ェック体制を整備するなど、実効

性のある内部統制の整備に取り

組まれたい。   （注意事項） 

 

 

 

令和６年度委託契約において、再委

託の有無について委託先町村に事前に

確認し、一部再委託の承認に関する事

項を記載するよう改めている。 

今後は、会計局通知等に基づき、契

約事務の適正な執行に努めるととも

に、契約時に契約案件と再委託状況を

一覧できるリストを添付し、適正な事

務処理に努める。 

吉野福祉事

務所 

 

令和６年 

４月１１日 

支出科目の誤りについて 

 令和５年度の庁舎管理分担金

について、経費の性質が分担金で

あることから予算科目を負担金、

補助及び交付金で支出すべきで

あったのに、需用費で支出してい

た事例が１件（支出額 27,442 円）

認められた。令和５年８月にその

誤りに気がつき、所要の手続きを

行っていた。 

今後は奈良県予算規則等に基

づき、適正な予算科目で支出され

たい。      （注意事項） 

 

 

 奈良県予算規則等に基づき、適正な

予算科目で支出することを徹底すると

ともに、誤りとなった経費の性質が分

担金である支払事例は決まっているの

で、担当者のみならず決裁者全員で情

報共有しチェック体制を強化する。 

藤の木学園 令和６年 

３月２２日 

資金前渡に係る不適切な事務処

理について 

 令和４年度の公共料金につい

て、資金前渡の手続きが遅延した

ことにより資金前渡口座への入

金が遅れたため、別の公共料金の

支払のために同口座に入金して

いた資金前渡から支払っていた

事例が３件（合計金額 44,313 円）

認められた。その態様の内訳は、

①役務費（９月分の電話代）に係

る支払を誤って需用費（９月分の

 

 

 奈良県会計規則及び関係通知に基づ

き、適正な事務執行に努めるとともに、

資金前渡（公共料金）にかかる執行予

定表を作成し、複数の担当者によるチ

ェック体制を整備し、計画的な事務執

行を進め、進捗状況の管理を行うなど、

適正な事務処理と再発の防止に努め

る。 
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水道料金）から支払っていた事例

が１件、②役務費（８月分から９

月分及び２月分から３月分の火

災通報用電話代）に係る支払を誤

って役務費（８月分及び２月分の

ＦＡＸ通信費）から支払っていた

事例が２件となっていた。 

 今後は、奈良県会計規則及び関

係通知に基づき、適正な事務の執

行に努められたい。（注意事項） 

 

予算の不適切な執行管理につい

て 

 令和４年度の公用車の車検受

検に係る自動車重量税について、

予算の令達依頼を適時に行わな

かったため令達が遅延したこと

により、正当ではない歳出科目

(役務費)から一旦支出し、令達を

受けた後に正当な歳出科目(公課

費)に更正していた事例が１件

(金額 34,200 円)認められた。 

今後は、奈良県予算規則に基づ

き予算の令達依頼を適時に行う

とともに、今後は適正な歳出科目

で支出されたい。 （注意事項） 

 

公用車の定期点検整備の不実施

について 

 公用車の定期点検整備につい

ては、道路運送車両法により自動

車の使用者に３か月ごと等の定

期点検整備の実施が義務づけら

れており、平成３０年１０月には

公用車の定期点検整備の実施の

徹底を図るよう総務部長通知が

発出されているのに、令和２年度

から令和５年度において、公用車

１台について定期点検整備を実

施していなかった。 

定期点検整備の不実施による

整備不良に起因する事故発生の

おそれも危惧されることから、今

後は、同法、同通知等に基づき、

公用車の定期点検整備を適切に

実施されたい。  （注意事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良県予算規則及び関係法規に基づ

き、適正な歳出科目で支出するととも

に、予算執行時期を一覧で確認できる

予定表を作成し、複数の担当者により

進捗状況を確認するなど、チェック体

制を整備し、適正な事務の執行と再発

の防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路運送車両法に基づき、遅滞なく

定期点検整備を行うため、定期点検時

期を一覧で確認できる予定表を作成

し、点検計画の策定、共有を図るなど、

計画的に点検整備を実施し、適切な公

用車管理に努める。 

産

業

・

観

光

・

競輪場 

 

 

 
 

令和６年 

８月２２日 

施設賃貸借契約の不適正な契約

書の作成及び調定事務の遅延に

ついて 

 令和５年度の施設賃貸借契約

について、奈良県公有財産規則で

定められた納期限とは異なる期

 

 

 

 奈良県公有財産規則、奈良県会計規

則等に基づき、施設賃貸借契約書作成

及び同賃貸料調定事務の適正な執行に
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雇

用

振

興

部 

 

日を納期限として契約書を作成

していた事例が２件(契約額合計 

264,313 円)認められた。 

また、上記契約に係る令和５年

度の施設賃貸料及び上記契約以

外の令和５年度の施設賃貸料に

ついて、同規則で定められた納期

限の日より後に納入の通知を行

っていた事例が２０件（調定額合

計 259,089 円）認められた。 

今後は、同規則、奈良県会計規

則等に基づき、契約書の作成事務

及び調定事務の適時適正な執行

に努めるとともに、決裁過程にお

けるチェック体制を整備するな

ど、実効性のある内部統制の整備

に取り組むべきである。 

（指摘事項） 

 

支出負担行為及び契約書の作成

の遅延等について 

委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の修繕

工事契約等について、支出負担行

為を行うこととされている日か

ら大幅に遅延して支出負担行為

を行っていた事例が２件（契約額

合計 27,934,247 円)認められ

た。 

その態様の内訳は、①支出負担

行為を業務完了後に行っていた

事例が１件、②業務完了前である

が支出負担行為の遅延期間が１

か月以上３か月未満の事例が１

件となっていた。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条(契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記のうち１件（契

約額 26,284,247 円）では、支出

負担行為と同様に契約書の作成

を遅延していた。 

また、契約書を作成するときは

支出負担行為をしておかなけれ

ばならないが、上記のうち１件

務める。 

契約書の作成については、令和６年

度の契約より適正な納期限に是正して

いる。調定事務については、調定時期

を一覧できるチェックリストを作成

し、進捗状況を管理している。引き続

き契約書の作成事務及び調定事務の適

時適正な事務処理に努めるとともに、

決裁過程において契約案件、契約時期

を確認するチェックリストを活用し、

実効性のあるチェック体制の整備に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良県会計規則、奈良県契約規則等

に基づき、支出負担行為及び契約書の

作成事務等の適正な執行に努める。 

指摘のあった２件の内、毎年契約を

更新している１件（賃貸借契約）につ

いては、令和６年度より適正な時期に

支出負担行為を行っている。もう１件

（修繕工事契約）については１００万

円以上の需用費（修繕費）にもかかわ

らず支出負担行為兼支出命令で処理し

たものであり、再発防止のため、決裁

過程において契約案件、契約時期を確

認するチェックリストを活用すること

で、実効性のある内部体制の整備に努

める。 
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（契約額 1,650,000 円）では、そ

れを行わないまま契約書を作成

していた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組むべきであ

る。       （指摘事項） 

 

源泉所得税の納付遅延について 

令和４年度の委託料について、

源泉徴収済みの源泉所得税の税

務署への納付を行っていなかっ

たことにより、源泉所得税の納付

が遅延していた事例が１件（納付

すべき額 188,828 円）認められた。

これに伴い、 延滞税(3,200 円)

及び不納付加算税（9,000 円）が

発生していた。 

 今後は、適正な源泉徴収事務の

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

         （指摘事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 適正な源泉徴収事務の執行に努める

とともに、実効性のある内部統制の整

備に努める。 

 再発防止のため、委託料支払時に所

得税源泉徴収チェックシートを添付す

るのみでなく、支出票の概要欄に払出

予定時期を明記し、起票者と出納員が

税務署への納付時期を共有することと

する。 

 また、歳計外現金受払状況について、

毎月月初及び月末に出納員による確認

を実施し、歳計外現金の支払い漏れが

ないか確認する体制を整備する。 

食

と

農

の

振

興

部 

 

中央卸売市

場 

 

令和６年 

５月３０日 
施設の電気使用料の徴収過大に

ついて 

 奈良県中央卸売市場条例に基

づき徴収する施設の電気使用料

について、令和５年５月分の使用

料の算定を誤ったため、徴収額が

過大となっていたものが１件（徴

収過大額 81,176 円）認められた。

令和５年７月にその誤りに気が

つき、所要の手続きを行ってい

た。 

今後は、同条例等に基づき適正

な会計処理の徹底に努めるとと

もに、決裁過程におけるチェック

体制を整備するなど、実効性のあ

る内部統制の整備に取り組まれ

たい。      （注意事項） 

 

 
 
 奈良県中央卸売市場条例に基づき適

正な徴収に努めるとともに、月途中で

施設返還等があった場合は、日数、面

積等に誤りがないかチェックリストを

用い、担当者及びその他の職員の複数

で確認することとする。 

畜産技術セ

ンター 

令和６年 

８月５日 

労働保険事務の遅延について 

 労働保険事務については、労働

保険の保険料の徴収等に関する

法律により保険関係が成立した

後に速やかに労働基準監督署へ

届出し、また概算保険料の申告に

基づき保険料を支払うこととさ

 
 労働保険の保険料の徴収等に関する

法律に基づき、保険関係成立届の届出

等について、適正な執行に努めるとと

もに、会計年度任用職員の採用時の手

続項目として整理し、適正な事務処理

に努める。 
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れているのに、令和５年度におい

て、会計年度任用職員に係る労働

保険事務について保険関係成立

届の届出、労働保険概算保険料申

告書の提出及び労働保険概算保

険料の支払が６か月以上遅延し

ていた事例が１件（保険料額 

10,278 円）認められた。令和５年

１１月にその誤りに気がつき、所

要の手続きを行っていた。 

 今後は、同法に基づき、適正な

事務の執行に努めるべきである。 

         （指摘事項） 
 

家畜保健衛

生所 

令和６年 

３月２２日 

資金前渡に係る現金出納簿の未

作成について 

 資金前渡職員は現金出納簿を

備え、必要な事項を記載するもの

とされているのに、令和３年度、

令和４年度及び令和５年度にお

いて、現金出納簿を作成していな

かった。 

今後は、奈良県会計規則及び関

係通知に基づき、適正な事務の執

行に努めるべきである。 

（指摘事項） 

 

支払遅延に対する遅延利息の発

生について 

 令和４年度の役務費（携帯電話

等及び固定電話通信料）につい

て、支払期限日を超過したため支

払遅延に対する延滞利息が生じ

た事例が２件（延滞利息額合計 

232 円）認められた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、適時、適正な事務の執行に

努めるべきである。（指摘事項） 

 

資金前渡に係る不適切な事務処

理について 

 令和５年度の補償、補填及び賠

償金並びに役務費（延滞利息及び

令和５年５月分の固定電話通信

料）について、資金前渡の手続き

が遅延したことにより資金前渡

口座への入金が遅れたため、令和

５年５月分の役務費（携帯電話等

通信料）の支払のために同口座に

入金していた資金前渡から支払

っていた事例が１件（金額 8,218

円）認められた。また、上記の延

滞利息（金額 18 円）について、

 
 
 
 奈良県会計規則及び関係通知に基づ

き、適正な事務の執行に努めるととも

に、現金出納簿の作成を失念しないた

めに、庶務担当者の「定例業務リスト」

に現金出納簿の作成項目を追加し、そ

のリストを共有することにより、各段

階で実効性のあるチェック体制を整備

し、適正な事務処理に努める。 
 
 
 
 
 

奈良県会計規則等に基づき、適時、

適正な事務の執行に努めるとともに、

庶務担当者の「定例業務リスト」に遅

延利息が発生しないようにチェックリ

ストを追加し、そのリストを共有する

ことにより、各段階で実効性のあるチ

ェック体制を整備し、適正な事務処理

に努める。 
 
 
 
 

奈良県会計規則及び関係通知に基づ

き、適時、適正な事務の執行に努める

とともに、「延滞利息金の発生防止に

ついて」の資料を作成し、その資料を

共有することにより、各段階で実効性

のあるチェック体制を整備し、適正な

事務処理に努める。 
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経費の性質が遅延利息であるこ

とから予算科目を補償、補填及び

賠償金で支出すべきであったの

に、役務費（令和５年６月分の携

帯電話等通信料に含めて）で支出

していた。 

 今後は、奈良県会計規則及び関

係通知に基づき、適時、適正な事

務の執行に努められたい。 

（注意事項） 

建設工事請書を徴取していない

契約について 

  建設工事の請負契約の締結に

当たっては、契約額１００万円未

満の契約等で契約書の作成を省

略する場合でも、建設工事請書を

契約の相手方から徴取すること

とされているが、令和４年度の建

設工事請負契約について、請書を

徴取していなかった事例が１件

（契約額 41,800 円）認められた。 

 今後は、奈良県契約規則及び会

計局通知に基づき、契約事務の適

正な執行に努めるとともに、決裁

過程におけるチェック体制を整

備するなど、実効性のある内部統

制の整備に取り組まれたい。 

(注意事項) 

 

内部統制の強化・充実について 

 今回の監査において、支出事務

等について、不適正な事務処理が

散見された。事務の執行に当たっ

ては、関係法令や規則等に基づい

て処理するとともに、決裁過程に

おけるチェック体制を強化する

など、実効性のある内部統制の整

備に取り組まれたい。 

         （注意事項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈良県契約規則及び会計局通知に基

づき、契約事務の適正な執行に努める

とともに、決裁過程におけるチェック

体制を整備し、実効性のある内部統制

の整備に取り組む。特に「契約書を省

略できる場合の請書の作成について」

（平成 27 年 1 月 6 日付、会局総第 88
号、会局会第 122 号、会計局総務課長、

会計局会計課長通知）を所内で共有し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出事務等について、関係法令や規

則等に基づいて処理するとともに、決

裁過程におけるチェック体制を強化す

るなど、実効性のある内部統制の整備

に取り組む。特に、会計事務の手引き

支出編を熟読するように出納員及び会

計事務担当者に周知した。 

県

土

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

部 

流域下水道

センター 

令和６年 

８月２２日 

水道料金の徴収漏れについて 

 令和３年度及び令和４年度の

工事現場事務所にかかる水道料

金について、工事現場事務所の設

置者に請求していなかったため、

過年度分を遡って徴収していた

事例が１件（102,572 円）認めら

れた。 

今後は、地方公営企業法等に基

づき、適正な事務の執行に努める

とともに、決裁過程におけるチェ

ック体制を整備するなど、実効性

のある内部統制の整備に取り組

 
 着工時に施工業者から、水道等使用

の有無を含めた仮設事務所設置に係る

資料の提出を求めることにより、遺漏

が生じないよう改善を図るなど、チェ

ック体制を整備し、適正な事務処理に

努める。 
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むべきである。  （指摘事項） 

 

自動販売機電気代の納入通知書

の誤送付について 

 令和４年度の自動販売機電気

代について、納入通知書を納入義

務者でない者に送付し、収納して

いた事例が１件（調定額 7,522 

円）認められた。 

今後は、奈良県流域下水道事業 

会計規則に基づき、適正な事務の

執行に努めるとともに、チェック

体制を整備するなど、実効性のあ

る内部統制の整備に取り組むべ

きである。    （指摘事項） 
 

 
 
 
 

自動販売機設置にかかる県有財産賃

貸借契約の更新状況を関係所管課に確

認し、確認結果を付した調定決議文書

を回議することで、チェック体制を整

備し、適正な事務処理に努める。 

教

育

委

員

会 

大和中央高

等学校 

 

令和６年 

４月２２日 

 

社会保険料の支出に係る不適切

な事務処理について 

 健康保険法及び厚生年金保険

法等に基づき徴収される健康保

険料、厚生年金保険料及び子ども

・子育て拠出金について、日本年

金機構へ被保険者報酬月額算定

基礎届等を誤った内容で届け出

たため、標準報酬月額が過大に決

定され、事業主負担分の過払い２

２件(過払い額合計 174,890 円)及

び被保険者負担分の過徴収２２

件(過徴収額合計 169,190 円)が認

められた。 

今後は、同法等に基づき、支出

事務の適正な執行に努めるとと

もに、決裁過程におけるチェック

体制を整備するなど、実効性のあ

る内部統制の整備に取り組むべ

きである。    （指摘事項） 
 

 
 

健康保険法及び厚生年金保険法等に

基づき、健康保険料、厚生年金保険料

及び子ども・子育て拠出金のもととな

る被保険者報酬月額算定基礎届の作成

事務の適正な執行に努めるとともに、

該当者の①週の所定労働時間②雇用期

間③賃金の月額④学生か否か⑤勤務場

所を確認できるチェックリストを作成

し、誤りがないか、決裁過程において

実効性のあるチェック体制を整備し、

適正な事務処理に努める。 

高取国際高

等学校 

 

令和６年 

４月１７日 

 

支出負担行為及び契約書の作成

の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の物品

購入契約等について、支出負担行

為を行うこととされている日か

ら大幅に遅延して支出負担行為

を行っていた事例が３件（契約額

合計 1,190,846 円）認められた。

その態様の内訳は、①支出負担行

為を納品後に行っていた事例が

 
 
 奈良県会計規則、奈良県契約規則等

に基づき、支出負担行為及び契約書の

作成事務等の適正な執行に努めるとと

もに、契約案件、契約時期を一覧でき

るチェックリストを作成して進捗状況

を的確に管理するなど、各段階で実効

性のあるチェック体制を整備し、適正

な事務処理に努める。 
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２件、②業務完了前であるが支出

負担行為の遅延期間が１か月以

上の事例が１件となっていた。 

契約の締結をしようとすると

きは奈良県契約規則第１８条（契

約書の省略）に該当する場合を除

き遅滞なく契約書を作成しなけ

ればならず、県及び相手方の双方

が契約書に記名押印しなければ

当該契約は確定しないものとさ

れているが、上記のうち１件（契

約額 1,133,000 円）では、支出負

担行為と同様に契約書の作成を

遅延していた。 

今後は、奈良県会計規則、奈良

県契約規則等に基づき、支出負担

行為及び契約書の作成事務等の

適正な執行に努めるとともに、決

裁過程におけるチェック体制を

整備するなど、実効性のある内部

統制の整備に取り組むべきであ

る。       （指摘事項） 
 

榛生昇陽高

等学校 

 

令和６年 

４月２２日 

 

支出負担行為の遅延について 

 委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件(契約額 122,100 円)認められ

た。 

  今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 
 

 
 今後は、関係法令、奈良県会計規則、

奈良県契約規則等を遵守するととも

に、チェックリストを作成して進捗状

況を的確に管理する等、事業の進捗管

理と支出負担行為等を行う時期の把握

を行い、適正な事務の執行と再発防止

に努める。 

奈良養護学

校 

 

 

令和６年 

３月２２日 

 

資金前渡に係る不適切な事務処

理及び過年度支出の発生につい

て 

 令和５年３月利用分の通信料

金(5,194 円)について、令和４年

度予算により資金前渡された資

金が口座に入金された後、別のＦ

ＡＸ料金の口座振替が先行した

ため口座振替不能となり、令和４

年度の出納整理期間中に支払い

 
 
 
 資金前渡の手続きを行う際に、請求

書に基づいて適正な口座振替日となっ

ているか、他の口座振替と順番が前後

していないか資金管理のチェックリス

トを作成して口座振替不能が生じない

よう徹底し、資金前渡口座の管理を的

確に行い支払い漏れがないよう適正な
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が行われなかったが、その資金の

精算が１か月以上遅延していた。

また、地方自治法においては各会

計年度における歳出は、その年度

の歳入をもってこれに充てなけ

ればならないとされているが、上

記１件では、令和５年７月に令和

５年度予算から支出していて、過

年度支出となっていた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、適時適正な前渡資金の管理

を行うとともに、同法に規定され

ている上記の会計年度独立の原

則に基づき適正な事務の執行に

努め、決裁過程におけるチェック

体制を整備するなど、実行性のあ

る内部統制の整備に取り組むべ

きである。    （指摘事項） 

 
 

事務処理に努める。 
奈良県会計規則、奈良県契約規則等

に基づき、支出事務における債務確認

を徹底するとともに、複数の担当者に

よる確認を行うなど、チェック体制を

整備し、会計年度内の適正な執行と再

発防止に努める。 

明日香養護

学校 

令和６年 

４月１７日 

 

住居手当の誤認定について 

 住居手当の支給について、認定

を誤ったため、過払いとなってい

た事例が１件（過支給額 624,000

円）認められた。 

今後は、一般職の職員の給与に

関する条例等に基づき、適正な認

定事務の執行に努めるべきであ

る。       （指摘事項） 

 

支出負担行為の遅延について 

  委託料、工事請負費等契約を必

要とする経費について、予算執行

の統制のための手続として支出

負担行為を行うこととされてい

る時期は、契約を締結するときと

されているが、令和５年度の備品

購入契約について、支出負担行為

を納品後に行っていた事例が１

件(契約額 37,400 円)認められ

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出負担行為事務の適正な

執行に努めるとともに、決裁過程

におけるチェック体制を整備す

るなど、実効性のある内部統制の

整備に取り組むべきである。 

（指摘事項） 
 

 
 一般職の職員の給与に関する条例等

に基づき、適正な認定事務の執行に努

めるとともに、担当者と申請者が認定

条件と照らしながら申請書を確認し、

認定後も内容変更がないか定期的に受

給者に確認するなど、チェック体制を

整備し、適正な事務処理に努める。 
 
 
 

奈良県会計規則、奈良県契約規則等

に基づき、支出負担行為及び契約書の

作成事務等の適正な執行に努めるとと

もに、契約案件、契約時期、支出負担

行為の要否等を一覧できるチェックリ

ストを作成して進捗状況を的確に管理

するなど各段階で実効性のあるチェッ

ク体制を整備し、適正な事務処理に努

める。 
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 西和養護学

校 

 

令和６年 

５月９日 

 

報酬の過払いについて 

 令和５年度の報酬について、金

額を誤って支出した事例が１件

（過払い額 12,505 円）認められ

た。令和５年６月にその誤りに気

がつき、所要の手続きを行ってい

た。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出事務の適正な執行に努

めるとともに、決裁過程における

チェック体制を整備するなど、実

効性のある内部統制の整備に取

り組まれたい。  （注意事項） 

 

報酬及び旅費の二重払いについ

て 

 令和５年度の報酬及び旅費に

ついて、二重に支出した事例が１

件（支出額合計 56,056 円）認め

られた。令和５年６月にその誤り

に気がつき、所要の手続きを行っ

ていた。 

今後は、奈良県会計規則等に基

づき、支出事務の適正な執行に努

めるとともに、決裁過程における

チェック体制を整備するなど、実

効性のある内部統制の整備に取

り組まれたい。  （注意事項） 
 

 
 奈良県会計規則等に基づき、支出事

務の適正な執行に努める。また今回支

出した報酬金額の誤りの原因が、会計

年度任用職員の報酬単価を誤って算定

したことにあった。 
任用条件通知書を作成する際には人

事担当者、庶務担当者のみならず会計

責任者（出納員）も合議してチェック

する決裁体制に変更し、報酬単価の算

定に誤りがないよう適正な事務処理に

努める。 
 
 
 
 
 

奈良県会計規則等に基づき、支出事

務の適正な執行に努めるとともに、会

計年度任用職員等の一覧表を作成し、

出納員がその職員に係る報酬と旅費の

支払確認を行った際にチェックを入れ

て二重に支出することがないよう適正

な事務処理に努める。 
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ウ 財政的援助団体等 
 

 
 

所属名 

 
 

実施日 

 
 

監査結果 

 
 

措置の内容 

奈良県土地開発

公社 
令和６年 
８月２２日 
 

支出事務に係る不適切な事務処

理について 
令和４年度国道１６８号無電

柱化推進事業の用地買収に係る

前払代金について、高田土木事務

所から道路建設課を経由して提

出されるべき請求書がその過程

で紛失されたため、道路建設課が

原本証明を行った請求書の写し

を添付して支出していた事例（支

出額  11,535,120 円）が認められ

た。 
また、その後、上記の請求書の

写しをカラーコピーを用いて作

成した別の文書（高田土木事務所

が作成）に差し替えていた。 
今後は、決裁過程におけるチェ

ック機能を強化するなど奈良県

土地開発公社会計規程等に基づ

いた支出事務の適正な執行に努

めるとともに、組織としてコンプ

ライアンス意識の向上を図るな

ど実効性のある内部統制の整備

に取り組み、不適切な事務処理の

再発防止に努めるべきである。 
（指摘事項） 

 

 

 

 決裁過程におけるチェック機能

の強化や公社会計規程等に基づく

支出事務の適正な執行を行うよ

う、監査実施後速やかに役職会で

対応を検討し、公社職員に対し綱

紀の粛正の徹底に関する理事長通

知（令和 6 年 8 月 28 日付け）を発

出し、周知を図った。 

今後とも不適切な事務処理の再

発防止を図るため、機会あるごと

にコンプライアンス意識の向上に

努めていく。 
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